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衆
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院
議
員
浅
野
貴
博
君
提
出
尖
閣
諸
島
沖
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お
け
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突
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後
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る
質
問
に

対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
衝
突
事
件
」
発
生
後
に
生
じ
た
中
国
国
内
の
抗
議
行
動
等
を
受
け
、
政
府
と
し
て
は
、
速
や
か
に
中
国
国
内

の
在
留
邦
人
に
対
す
る
注
意
喚
起
を
行
う
と
と
も
に
、
中
国
の
関
係
当
局
に
対
し
、
邦
人
の
安
全
確
保
を
徹
底
す
る
よ
う
申

し
入
れ
て
き
た
。
御
指
摘
の
「
衝
突
事
件
」
発
生
後
の
抗
議
行
動
等
に
よ
り
、
邦
人
の
生
命
、
財
産
が
危
機
に
さ
ら
さ
れ
て

い
る
と
い
う
事
実
は
承
知
し
て
い
な
い
。

二
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
本
年
九
月
二
十
日
か
ら
御
指
摘
の
四
人
が
中
国
側
に
よ
り
居
住
監
視
の
措
置
を
と
ら
れ
て
い
た
が
、
同

月
三
十
日
に
当
該
四
人
の
う
ち
の
三
人
に
対
す
る
当
該
措
置
が
解
除
さ
れ
、
十
月
九
日
に
残
る
一
人
に
対
す
る
当
該
措
置
が

解
除
さ
れ
た
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
中
国
側
に
対
し
、
御
指
摘
の
四
人
の
身
柄
の
安
全
の
確
保
、
継
続
的
な
領
事
面
会
と
弁
護
士
に
よ
る
接

一



見
の
実
現
及
び
本
件
事
案
の
迅
速
な
処
理
を
累
次
に
わ
た
り
申
し
入
れ
て
き
た
。

四
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
衝
突
事
件
」
と
関
係
が
あ
る
と
は
承
知
し
て
い
な
い
。

二


